
魚津市告示第94号 

 

魚津市宿泊割引事業補助金交付要綱を次のように定める。 

 

令和２年８月21日 

 

魚津市長  村椿  晃   

 

 

 

魚津市宿泊割引事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、魚津市補助金等交付規則（平成２年魚津市規則第６号。

以下「規則」という。）第21条の規定に基づき、魚津市宿泊割引事業補助

金（以下「補助金」という。）の交付に関し、必要な事項を定めるものと

する。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

 （１） 新型コロナウイルス感染症 新型インフルエンザ等対策特別措置

法（平成24年法律第31号）附則第１条の２に規定する新型コロナウイル

ス感染症をいう。 

 （２） 宿泊事業者 旅館業法（昭和23年法律第138号）第３条第１項の

規定により旅館業の許可を受けた者のうち、同法第２条第２項に規定す

る旅館・ホテル営業を営む者及び同条第３項に規定する簡易宿泊所営業

を営むもの並びに住宅宿泊事業法（平成29年法律第65号）第３条第１項

の規定により住宅宿泊事業を営む旨の届出をした者をいう。 

 （３） 宿泊割引事業 宿泊事業者が富山県在住者に対して実施する宿泊

商品（金券付きの商品を除く。）の割引販売事業をいう。 

 （４） 指定事業者 この要綱の規定により補助金の交付を受ける者とし

て市長の指定を受けた宿泊事業者をいう。 

（補助金の交付） 

第３条 市長は、新型コロナウイルス感染症の影響により著しく減少してい

る宿泊需要の喚起及び宿泊施設の利用促進による市内経済の活性化を目的

として、宿泊割引事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金

を交付する。 

（交付対象者） 



第４条 補助金の交付対象者は、第２条第４号に規定する指定事業者とする。 

２ 指定事業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

（１） 魚津市内に宿泊施設を有する者であること。 

（２） 新型コロナウイルス感染症拡大防止にかかる富山県対策指針の別

紙３感染拡大予防チェックリスト（事業者及び関係団体向け）及び宿泊

施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン（全国旅館ホテル生

活衛生同業組合連合会、日本旅館協会、全日本シティホテル連盟）を遵

守していること。 

（３） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法

律第122号）第２条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業を営む

者でないこと。 

（４） 暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員

でなくなった日から５年を経過しない者をいう。）又は暴力団員等がそ

の事業活動を支配する者でないこと。 

（補助対象経費） 

第５条 補助対象経費は、宿泊割引事業に係る宿泊商品の割引に伴う減収額

とする。 

 （補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の全額とする。ただし、次の各号に掲

げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を上限とする。 

（１） 本要綱の規定による割引前の宿泊商品の料金（消費税及び地方消

費税を含む。以下同じ。）が１人１泊当たり１万円以上の場合 １人１

泊当たり4,000円 

（２） 本要綱の規定による割引前の宿泊商品の料金が１人１泊当たり１

万円未満の場合 １人１泊当たり2,000円 

２ 補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるもの

とする。 

（補助対象期間） 

第７条 補助対象期間は、指定事業者が第８条第２項に規定する指定を受け

た日から令和２年11月30日までとする。 

（事業者の指定） 

第８条 指定事業者になろうとする宿泊事業者は、宿泊割引事業を開始する

日までに魚津市宿泊割引事業事業者指定申込書（様式第１号）を市長に提

出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適

当と認めるときは指定事業者として指定し、魚津市宿泊割引事業事業者指



定完了通知書（様式第２号）により当該宿泊事業者に通知するものとする。 

（補助金の交付申請） 

第９条 補助金の交付を受けようとする指定事業者（以下「申請者」という。

）は、魚津市宿泊割引事業補助金交付申請書（様式第３号）に次に掲げる

書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 （１） 魚津市宿泊割引事業実績報告書（様式第４号） 

 （２） 宿泊者から提出された宿泊割引クーポン（様式第５号） 

 （３） その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定及び額の確定） 

第10条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、これを適

当と認めるときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、魚津市宿泊割

引事業補助金交付（不交付）決定兼額の確定通知書（様式第６号）により、

当該申請者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第11条 市長は、前条の交付決定及び額の確定の通知を受けた者から補助金

の請求書（様式第７号）の提出を受けたときは、当該請求のあった日から

30日以内に補助金を交付しなければならない。 

（交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第12条 市長は、第９条の規定による添付書類の記載内容に虚偽の事実があ

ると認めた場合その他規則又はこの要綱に違反する行為があった場合は、

補助金の交付決定及び額の確定を取り消し、既に交付した補助金について、

その全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（書類の整備等） 

第13条 指定事業者は、補助事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を

備え、当該収入、支出等についての証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及

び証拠書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の翌会計年度から起

算して５年間保管しなければならない。 

（その他） 

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公表の日から施行する。 

（告示の失効） 

２ この告示は、令和３年３月31日限り、その効力を失う。



様式第１号（第８条関係） 

 

  年  月  日 

魚津市長 あて 

申込者 所在地 

申請者名称 

代表者氏名         ㊞ 

電話番号 

 

 

 

魚津市宿泊割引事業事業者指定申込書 

 

 魚津市宿泊割引事業を実施したいので、魚津市宿泊割引事業補助金交付要

綱第８条の規定に基づき、下記項目を誓約の上、事業者としての指定を申し

込みます。 

 

※確認の上、□にチェックを入れてください。 

□  暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第 77 号）第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくな

った日から５年を経過しない者をいう。）又は暴力団員等がその事業活動

を支配する者ではありません。 

□ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第

122 号）第２条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業を営んでいま

せん。 

□ 新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る富山県対策指針の感染拡大予

防チェックリスト及び宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドラ

イン（全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会等）を遵守いたします。 

□ 宿泊時に宿泊者の住所確認、本人確認を確実に行います。  

 

事務担当者 

所属部署  

氏名  

メールアドレス  

電話・ＦＡＸ番号  

ホームページ URL  



様式第２号（第８条関係） 

 

  年  月  日 

 

（事業者の氏名又は名称） 様 

 

魚津市長    

 

 

 

魚津市宿泊割引事業事業者指定完了通知書 

 

 年 月 日付けで申請があった魚津市宿泊割引事業事業者指定申込書につ

いて、魚津市宿泊割引事業補助金交付要綱第８条の規定により、事業者の指

定を完了しましたのでご報告いたします。 

 

 

 



様式第３号（第９条関係） 

 

  年  月  日 

 

魚津市長 あて 

 

申請者 所在地 

申請者名称 

代表者氏名          ㊞ 

 

 

 

魚津市宿泊割引事業補助金交付申請書 

 

 魚津市宿泊割引事業補助金の交付を受けたいので、魚津市宿泊割引事業補

助金交付要綱第９条の規定に基づき、下記のとおり関係書類を添えて申請し

ます。 

  

記  

  

 

関係書類 

（１） 魚津市宿泊割引事業実績報告書（様式第４号） 

（２） 宿泊者から提出された割引クーポン（様式第５号） 

（３） その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第９条関係） 

 

  年  月  日 

 

魚津市長 あて 

 

申請者 所在地 

申請者名称 

代表者氏名          ㊞ 

 

 

 

魚津市宿泊割引事業実績報告書 

 

  魚津市宿泊割引事業の実績について、別添のとおり報告します。 

 

 

１．実施期間    年  月  日から  年  月  日 

２．宿泊割引事業利用者数 人 

３．本事業による割引前の宿

泊料金 
円 

４．補助申請額 

（本事業による割引額） 
円 



様式第５号（第９条関係） 

 

【本割引クーポンの使用方法】  

このクーポンを使用するためには宿泊先への事前予約が必要です。（ＨＰ

又はお電話）  

※旅行会社を介しての予約は、本クーポンを使用することができませんので

ご注意ください。  

このクーポンを印刷して、宿泊者側記入欄１～２をご記入の上、ホテル旅

館等での支払（決済）時にご提出ください。※事前決済されますと、本クー

ポンはご使用することができませんのでご注意ください。  

このクーポンを利用できるホテル旅館は市のＨＰまたは予約時に宿泊先に

お問い合わせください。  

宿泊者側  記入欄  

 

 

※宿泊施設チェックイン時に身分証明書等でご本人様確認をさせていただく場合があ

ります。  

※ご記入された個人情報は、当事業にのみ利用し、適正に管理いたします。  

指定事業者側  記入欄  

 

 

 

 

 

※「３、宿泊者人数」は、割引を適用する者の人数を記入してください。  

※「４、宿泊費（全額）」は、他制度の割引適用後、市の割引適用前の金額

を記入してください。  

※「６、割引金額」は、割引適用額の合計額を記入してください。  

 

 

 

 

有効期限：令和２年 11 月 30 日まで 

指定事業者サイン欄 

年  月  日 

１、宿泊者（代表者）氏名                 ※ 押印不要 

２、宿泊者（代表者）住所    県       市・町         

３、宿泊者人数                 名 

４、宿 泊 費（ 全 額 ）           円 

５、宿 泊 費（１人あたり）           円 

６、割引金額                  円 



様式第６号（第10条関係） 

魚津市指令 第  号 

 

申込者 所在地 

申請者名称 

代表者氏名          ㊞ 

 

 

 

   魚津市宿泊割引事業補助金交付（不交付）決定 

兼額の確定通知書 

 

年  月  日付けで申請のあった補助金について、次のとおり交付

（不交付）の決定及び額の確定を行いましたので、魚津市宿泊割引事業補助

金交付要綱第10条の規定により通知します。 

 

年  月  日 

 

魚津市長              

 

１ 交付の可否 

 

   交付します。 

 

   交付しません。 

（理由） 

 

 

 

 

２ 交付決定額 

 

               円 



様式第７号（第11条関係） 

 

 

請 求 書 

 

金         円 

 

 

 ただし、魚津市宿泊割引事業補助金として 

 

 

    年  月  日 

 

 

 魚津市長      あて 

 

 

請求者 所在地 

申請者名称 

代表者氏名           印 

 

 

下記の口座に振込願います。 

取扱金融 

機関名 

銀行 

金庫 

農協 

本店 

支店 

支所 

金融機関ｺｰﾄﾞ 
    

店舗ｺｰﾄﾞ 
   

口座名義人 

(預金者名） 

フリガナ  

氏 名 
 

 

種 別 

１ 普 通 

２ 当 座 

３ その他 

  (   ) 

口座番号 

       

※請求者名義の口座を記入してください。 

 




